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令和４年４月 遠野市教育委員会定例会会議録 
 

 

１ 開催場所 遠野市役所本庁舎 ３階Ｂ・Ｃ会議室 

２ 開催日時 令和４年４月11日（月）午前11時30分 

３ 出席状況 

  ○出席者 

    教育長           佐々木 一 人 

    委 員           菊 池  崇 

    委 員           千 田 由美子 

    委 員           菊 池 和 子 

 

○説明等のため出席した職員 

    教育部長          伊 藤 貴 行 

    市民センター所長      海 老 寿 子 

    健康福祉部長        菊 池  寿 

    学校教育課長        佐々木 淳 一 

    学校総務課長        多 田 清 子 

    学校給食センター所長    菊 池 今 英 

    総務企画部管財課長     松 田 穣 司 

     

 

 

 

   開会・開議  午前11時30分 

 

 

１ 開会 

 

 ○学校総務課長 

  本日の令和４年４月遠野市教育委員会定例会は、藤山重理子委員が欠席でありますが、

過半数の出席となっておりますので会議が成立していることを報告いたします。 

  ここで、佐々木一人教育長が就任されてから１回目の定例会となりますので、一言ご挨

拶をお願いいたします。 

 

 〇教育長 

４月１日付けで教育長を拝命いたしました佐々木一人です。 

  教育委員会の役割として、児童や生徒、学校を下支えしていくことが大きな仕事の一つ 

だと考えています。令和４年度から施行されるコミュニティスクールへの対応や生きる力 

を育成するという大きな目的がありますが、関係機関の皆さまと連携、協力しながら力を 

合わせて遠野の子ども達を健やかな子どもに育てていきたいと思っておりますので、今後 

も一つよろしくお願いします。 

 

 〇学校総務課長 

  続きまして、４月１日人事異動によりまして新任となりました事務局職員を紹介します。 

 （市民センター所長、健康福祉部長、管財課長、学校給食センター所長、学校総務課長の 

順に自己紹介） 

 

 〇学校総務課長 

  ここからは、遠野市教育委員会会議規則により教育長が進行いたします。 
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○教育長 

これより令和４年４月遠野市教育委員会定例会を開催いたします。 

 

２ 協議 

 

 〇教育長 

はじめに、遠野市教育委員会教育長職務代理者の指名について協議いたします。 

遠野市教育委員会教育長職務代理者は、遠野市教育委員会会議規則第８条第１項の規定 

により教育長が指名することになっております。このことにつきましては、４月１日に指 

名をしておりましたが、菊池崇委員を教育長職務代理者として指名することを、改めて確 

認いたします。 

この件につきまして、教育委員の皆さまのご意見等はございますか。 

 

（なし、の声） 

 

 〇教育長 

それでは、菊池崇委員を職務代理者に指名することでよろしくお願いします。 

 

 〇教育長 

続いて、委員の議席の決定について協議いたします。委員の議席については、お手元の 

資料をご覧ください。遠野市教育委員会会議議席表（案）ですが、このとおりの議席と決 

定したいと思いますが、委員の皆さまからご意見等はございますか。 

 

（なし、の声） 

 

 〇教育長 

それでは、議席を本資料のとおり決定し、協議を終了いたします。 

 

３ 議事 

 

 ○教育長 

 次第３の議事に入ります。本日は議案２件の審議になります。 

議案第10号「遠野市就学指導委員会委員の委嘱及び任命の臨時専決処理に関し承認を求

めることについて」、を議題とします。説明をお願いします。 

 

 〇学校教育課長 

議案第10号「遠野市就学指導委員会委員の委嘱及び任命の臨時専決処理に関し承認を求 

めることについて」、説明いたします。 

遠野市就学指導委員会委員の委嘱及び任命について、遠野市教育長に対する事務委任規 

則第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時専決処理しましたので、同条第２項の規 

定によりこれを報告し、その承認を求めるものでございます。 

提案理由としましては、遠野市就学指導委員会委員の委嘱及び任命を行うに当たり、会 

議を招集する時間的余裕がないと認め、臨時専決処理をしましたので承認を求めるもので 

す。 

専決処理書につきましては、別紙のとおりでございます。 

次に、遠野市就学指導委員会委員についてご説明いたします。任期につきましては、令 

和４年４月１日から令和５年３月31日まででございます。委嘱につきましては、佐々木美 

紀 遠野小学校校長。鈴木久美子 青笹小学校校長。熊谷恵美 花巻清風支援学校遠野分 

教室副校長。髙橋美恵子 遠野小学校教諭。加藤正志、小友小学校教諭の以上５名です。 
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解嘱につきましては、令和４年３月31日付で、名簿のとおりの５名です。解嘱理由は、 

定年退職、分掌の変更、人事異動による転出によるものです。以上で説明を終わります。 

 

 〇教育長 

説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑がございましたらお願いします。 

 

  （なし、の声） 

 

〇教育長 

お諮りします。議案第10号「遠野市就学指導委員会委員の委嘱及び任命の臨時専決処理

に関し承認を求めることについて」、賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

 〇教育長 

挙手全員であります。よって、議案第10号「遠野市就学指導委員会委員の委嘱及び任命

の臨時専決処理に関し承認を求めることについて」は、可決することと決しました。 

 

 

 〇教育長 

次に、議案第11号「遠野市奨学生選考委員会委員の委嘱の臨時専決処理に関し承認を求 

 めることについて」を議題とします。説明をお願いします。 

 

 〇学校総務課長 

議案第11号「遠野市奨学生選考委員会委員の委嘱の臨時専決処理に関し承認を求めるこ 

とについて」、説明いたします。 

遠野市奨学生選考委員会委員の委嘱について、遠野市教育長に対する事務委任規則第４

条第１項の規定により、別紙のとおり臨時専決処理しましたので、同条第２項の規定によ

りこれを報告し、その承認を求めるものでございます。 

提案理由については、遠野市奨学生選考委員会委員を委嘱するに当たり、会議を招集す

る時間的余裕がないと認め、臨時専決処理を行いましたので承認を求めるものです。専決

処理は、別紙のとおりとなっており、４月１日付けで専決処理を行っております。奨学生

選考委員会委員の任期については１年間となっております。以上、説明といたします。 

 

 〇教育長 

説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

（なし、の声） 

 

 〇教育長 

お諮りします。議案第11号「遠野市奨学生選考委員会委員の委嘱の臨時専決処理に関し 

承認を求めることについて」、賛成する委員は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

 〇教育長 

挙手全員であります。よって、議案第11号「遠野市奨学生選考委員会委員の委嘱の臨時 

専決処理に関し承認を求めることについて」は、可決することと決しました。 
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４ 諸報告 

 

〇教育長 

 次に、次第４の（１）諸報告に入ります。はじめに一般報告になります。 

    （教育長、教育部長、市民センター所長からの報告） 

 

 〇教育長 

  一般報告が終わりました。ご質問はございませんか。 

  はい、菊池崇委員お願いします 

 

 〇菊池崇委員 

  入学式で遠野東中学校に行きましたが、東中学校の体育館の音響の調子が悪く、式の途 

中で後ろの方が聞こえなくなるといったことがありましたので、修繕等の対策をとるよう 

お願いします。 

 

 〇教育長 

  意見として伺います。そのほかよろしいですか。 

  菊池崇委員お願いします 

 

 〇菊池崇委員 

  テレビ等のニュースで拝見しましたが、県内の教職員のＰＣＲ検査を２週間に一回行う 

という報道を見ました。遠野市ではどのような形で行うかということと、陽性者が出た場 

合にどのような対応を行うか質問いたします。 

 

〇教育長 

 学校教育課長お願いします。 

 

 〇学校教育課長 

  教職員の新型コロナウイルスの検査については、４月８日の岩手県新型コロナ対策本部 

会議において初めて示されたものであります。小学校と特別支援学校の教職員が対象で４ 

月中旬以降に実施。検査の種類は分かっておりませんが、本日の校長会議でお知らせしま 

したので、県から通知がありましたらそれに基づき実施いたします。 

  陽性者が出た場合の対応については、３月まで行ってきた対応と同じ方向性で進めるこ 

とで中部保健所とは確認をしております。春休み中につきましては学校が休みとなってお 

りましたので学校での対策は特段ありませんでしたが、今後、新たに陽性者が出た場合は、 

濃厚接触者の特定にかかる情報を保健所に提供するなどの対応を引き続き行っていくこと 

となります。特に中部保健所管内においては、陽性者の数が減っておりませんので、市教 

委においてもチーム編成を行いながら対応していきたいと考えております。 

 

 〇菊池崇委員 

  わかりました。コロナ関連の対応は非常に難しいと思いますがよろしくお願いします。 

  もう一点コロナ関連になりますが、市内小中学校の部活動やスポーツ少年団の対応はど 

うなっているか。県の指針等も出ておりますが、市としてはどういった対応を取っている

か。また、今後の対応を含めてお伺いします。 

 

 〇学校教育課長 

  現在、中学校の部活動については、県の通知に基づき平日のみ２時間以内の実施として 

おります。他校との練習試合は原則禁止。部活動前後の集団での飲食や部室の一斉の利用 

は控えるなど、通知に基づき対応しているところです。これから中総体や各競技団体の大 

会を控えておりますので、校長会とも相談しながら、今後の休日の部活動の在り方につい
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て方向性を示せればと考えております。 

  

〇教育長 

  スポーツ少年団関係を市民センター所長お願いします。 

 

 〇市民センター所長 

  先週に教育委員会事務局と協議を行いました。先週の前半まではある程度の感染者の推 

移でしたが、後半は県内で400人を超える感染者となっており、学校やスポーツ施設関連に 

よる感染も見受けられるとのことでありました。緩和措置の話も出ましたが、今週は情報 

を収集し、現在学校でどういう体制となっているか、今後の感染状況を見据え、学校教育 

現場と同じようにスポ少においても対応していくこととしております。大会等の１ヵ月前 

からの対応が各地区で違うのではないかとの問い合わせがありました。それについては、 

３月に通知し周知しているところではありますが、４月にスポ少の体制等が変わったとの 

話もありましたので、必要に応じて再度周知等を行いたいと考えております。 

 

 〇菊池崇委員 

  分かりました。大会が近づいてきてそれぞれの指導者からお話を伺うと、練習をしない 

まま大会に出場すると怪我のリスクが高くなるとの意見がありました。コロナから子ども 

達を守るというのは必要ですが、子ども達の怪我のリスクを下げるということで、緩和で

きるところは緩和した方がいいといった意見もありましたのでお伝えしました。 

 大会日程は、余程のことが無い限り変更にはならないと思いますので、その点も加味し 

ていただければと思います。以上です。 

 

 〇教育長 

  意見として伺います。そのほかございませんか。 

 

 （なし、の声） 

 

 〇教育長 

  それでは、５月の行事予定について説明をお願いします。 

 

〇学校総務課長 

５月の行事予定について説明いたします。 

（以下、５月の行事予定について説明） 

 

〇教育長 

報告事項ではありますが、質疑ございませんか。 

 

（なし、の声） 

 

５ その他 

 

〇教育長 

次第５その他に入ります。情報提供含めてお願いします 

健康福祉部長お願いします。 

 

〇健康福祉部長 

 ありません。 
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〇教育長 

管財担当課長お願いします。 

 

〇管財課長  

ありません。 

 

〇教育長 

最後に５月の教育委員会定例会についてお願いします。 

 

〇学校総務課長 

５月の定例会については、５月25日水曜日の午前10時から、場所は東舘庁舎３階大会議

室を予定しております。事前の勉強会は９時30分の予定でございます。 

 

〇教育長 

何か確認等ありましたらお願いします。 

 

（なし、の声） 

 

６ 閉会 

 

〇教育長 

これを持ちまして、令和４年４月遠野市教育委員会定例会を閉会いたします。お疲れ様

でした。 

 

 

  

   閉会  午前11時57分 
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  会議録作成者  教育長  佐 々 木 一 人 

 

 

    署 名  委 員  菊 池  崇 

 

 

    署 名  委 員  千 田 由美子 

 

 

     署 名  委 員  菊 池 和 子 

 

 

     

 

 


